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主要国の児童手当、税制による子育て支援の比較

・児童税控除
17歳以下の扶養児童1人
当たり1,000＄（約11.7万
円）の税額控除（夫婦の
所得が110,000＄（約1,287
万円）までの世帯、それ
以上の場合は控除額が
所得に応じて逓減）

・扶養家族課税控除
扶養家族1人当たり3,100
＄（約36万円）の所得控
除児童手当と

税制上の
措置との関
係、経緯

とられてい
る措置

・扶養控除
扶養家族１人当たり38万
円（所得税）、33万円（住
民税）が所得控除。（16～
23歳の扶養家族につい
ては25万円控除額が割
増し）

・ n分n乗方式により、子ど
もの多い世帯ほど税負
担が軽減（1946年より導
入）

・児童扶養控除
扶養する児童１人当たり
5,808 €（約86.5万円）の所
得控除（両親がいる場
合）。児童手当よりも控除
税額が大きくなる場合に
適用。（児童手当は一旦
全員に支給され、児童扶
養控除の適用について
は税の申告時に精算さ
れる。）

な し・児童税額控除制度
児童手当の支給対象と
なる子どもを養育する家
庭に対し、 大、1家庭当
たり￡545（12.0万円）及び
児童一人当たり￡1,845
（40.6万円）を税額控除
（所得額が増加すると控
除額は減少し、￡58,000
（約1,276万円）を超えると
適用がなくなる。）

・児童手当制度と扶養控除
制度は併存

・ n分n乗方式は、1946年に
財政法により導入（家族
手当制度と併存）

・1995年に児童手当と児童
扶養控除の選択制を導
入、額も引上げ

・かつて、1975年に児童扶
養控除を廃止し、児童手
当を第1子から支給（以
前は第2子から）したが、
1983年に児童扶養控除
が復活

・1948年にそれまでの児童
扶養控除を廃止し、児童
手当制度を創設（児童手
当制度に一本化）

・1975年に児童手当と児童
扶養控除を一元化し、児
童手当を第1子から支給
（以前は第2子から）

・その後、新たに児童税額
控除制度が創設（児童手
当制度と併存）

制 度 な し

アメリカ

・事業主拠出金（拠出金率
5.4%）と一般福祉税（CSG、
年金や医療保険充当分
を合わせ税率7.5%）

な し

・第２子 119.13 €（約1.8万
円）、第３子以降 152.62 
€（約2.3万円）

・11歳以上の児童には加
算（11～15歳33.51 €（約
0.5万円）、16歳以上59.57 
€（約0.9万円）

・20歳未満の児童
・第2子から

フランス

・国、地方公共団体及び事
業主拠出金（拠出金率
0.13%）

3歳まで 月10,000円
3歳～小学校卒業

・第２子まで月5,000円
・第３子以降月10,000円

非被用者780万円未満、被
用者860万円未満（夫婦、
子２人の世帯）

・小学校修了までの児童
・第１子から

日 本

なし（ただし、所得が大きい場
合には税の控除が適用）

な しな し所得制限

・全額公費負担（連邦政府
74%、州政府及び自治体
26%)

・全額国庫負担・全額国庫負担財 源

・第３子まで 154€（約2.3万
円）

・第４子以降 179€（約2.7万
円）

・子1人当たり SEK1,050（約
1.7万円）

・多子割増手当
2人 SEK100（約0.2万円）
3人 SEK454（約0.7万円）
4人 SEK1,314（約2.1万円）
5人 SEK2,363（約3.8万円）

・第1子 週￡18.10（月額換
算約1.7万円）

・第2子以降 週￡12.10（月
額換算約1.2万円）

支給月額
（2007年）

・18歳未満の児童（失業者
は21歳未満、学生は27歳
未満）

・第１子から

・16歳未満の児童（多子割
増手当については16歳
以上20歳未満の学生も
支給対象）

・第1子から

・16歳未満の児童（全日制
教育又は無報酬の就労
訓練を受けている場合は
20歳未満）

・第1子から

支給対象

ドイツスウェーデンイギリス

（注）換算レートは、1ドル（＄）＝117円、1ユーロ（€）＝149円、1ポンド（￡）＝220円、1スウェーデンクローネ（SEK）＝16円（平成19年1～6月の基準外国為替相場及び裁定外国為替相場）

児

童

手

当

税

制 児童税控除は2002年ま
では500＄であったが、
2003年に1,000＄に引き
上げられ、2004年に適
用期限が2010年まで延

長された。
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育児休業給付

Ⅰ 親の就労と
子どもの育成
の両立を支え
る支援

Ⅱ すべての子
どもの健やか
な育成を支える
対個人給付・
サービス

Ⅲ すべての子
どもの健やか
な育成の基盤
となる地域の取
組

《1兆3,100億円
→ 2兆3,900億円～3兆3,100億円》

※ 推計の前提にしたがって保育（現物給付）と育児休業給付（現金給付）に

機械的に割り振っているが、両者を切れ目なく支援する仕組みの設計に
よってはこの振り分けは変わってくることに留意。

《2兆5,700億円 → 2兆8,300億円》

《4,500億円 → 6,300億円》

保育サービス

放課後児童クラブ

1兆300億円

【追加所要額】

8,600億円～1兆5,300億円

出
産
手
当
金

育
児
休
業
給
付

2,800億円

2,000
～4,700億円

児童手当

児童扶養手当

特別児童扶養手当

出産育児一時金

2兆600億円

幼稚園

一時預かり

5,100億円

【
追
加
所
要
額
】

2,600億円

妊婦健診等

各種地域子育て支援

各種児童福祉サービス

放課後子ども教室

4,500億円

【
追
加
所
要
額
】

1,800億円

次世代育成支援の社会的コストの推計（給付の類型及び現金給付・現物給付別分類）

《2兆3,400億円
→2兆5,400億円～2兆8,100億円》

《1兆9,900億円
→3兆2,900億円～3兆9,600億円》

【現 行 給 付】

【現 行 給 付】

【現行給付】

現金給付 現物給付

保育サービス
放課後児童クラブ

【
追
加
所
要
額
】

育
児
休
業
給
付

一
時
預
か
り

妊婦健診
地域子育て支援拠点

放課後子ども教室

※ 児童手当については別途機械的に試算



143

支給額、支給対象年齢について各種の前提をおいた児童手当給付額の機械的試算

支
給
対
象
年
齢

一律3万円一律2万円一律1万円
現行

5兆7,800億円3兆8,500億円1兆9,300億円1兆2,700億円
中学校卒業まで

4兆6,200億円3兆800億円1兆5,400億円1兆500億円（現行）

小学校卒業まで

支 給 額

《+4,900億円》 《+2兆300億円》 《+3兆5,700億円》

《+8,800億円》 《+2兆8,000億円》 《+4兆7,300億円》《+2,200億円》

第1子、第2子 5,000円
第3子以降 10,000円
3歳未満児 一律10,000円

（支給対象年齢の児童に対する支給率をおおむね90%として試算）

支
給
対
象
年
齢

6兆4,400億円4兆2,900億円2兆1,500億円1兆4,000億円
中学校卒業まで

5兆1,400億円3兆4,200億円1兆7,100億円1兆1,600億円（現行）

小学校卒業まで 《+6,600億円》 《+2兆3,700億円》 《+4兆900億円》

《+1兆1,000億円》 《+3兆2,400億円》 《+5兆3,900億円》《+3,500億円》

（参考 ― 支給対象年齢の児童全員に支給した場合）

《+1,100億円》
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